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はじめに ～公共施設再配置の先に目指すもの～ 

 

羽村市は令和４年２月に、新たな"羽村市の未来"に向け、新しい時代の変化に対応し、市行政の総

合的かつ計画的な運営を図るため第六次羽村市長期総合計画を策定しました。  

ここに示す公共施設の再配置は、第六次羽村市長期総合計画に掲げた市の将来像「まちに広がる

笑顔と活気 もっと！くらしやすいまち はむら」を実現するための経営計画の一つです。 

 

将来の人口減少やそれに伴う財源問題を見据えた中での取組であり、目標として公共施設の

３０％程度の総量抑制を掲げています。この目標に、多くの方がネガティブなイメージを持たれるこ

とと思います。 

この総量抑制という目標に向かってのみ邁進してしまい、将来像の実現から遠ざかっては、本来の

意味を失います。 

 

総量抑制や整理統合という取組は手段であって、最終的な目的ではありません。その先に目指す

のは、厳しい経営環境にあっても施設サービスをより良く維持し、将来像を実現させていくことです。

具体的には、公共施設の将来ビジョンとして、以下のようなイメージを持っています。 

 

⚫ 長期的に維持管理が適切に実施されている。 

⚫ 時代に合った充実した施設サービスが実施されている。 

⚫ 人口が減少しても活発に利用されている。 

 

これは、第六次羽村市長期総合計画のコンセプトの中に示されている、「つながり」「持続可能性」

「にぎわい」というテーマに他なりません。 

 

これまで市民に親しまれてきた公共施設を見直していくということは、非常に難しいものですが、

このイメージを共有し、一歩踏み出す「勇気」と「力」、「英知」を大切にしながら、避けては通れない公

共施設の老朽化への対応という命題にチャレンジしていきます。 
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■公共施設の再配置の先に目指す姿 

再配置を実施した先にある公共施設の将来の姿をイメージしてみました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 維持管理が行き届かない老朽化した施設が多い。
・ 施設サービスも現状維持で精いっぱい。
・ 人口減少とともに利用者も全般的に減少。

施設の総量は維持しても…

・ 長期的に維持管理が適切に実施されている。
・ 時代に合った充実した施設サービスが実施されている。
・ 人口が減少しても活発に利用されている。

駐車場、駐輪場の確保
バリアフリー
停留所の確保 など

イベント・講座等の充実
サービスの充実
代替事業の実施 など

施設の総量は減っても・・

安全で快適な
施設の維持

利用環境の整備

運営内容の充実

集約化・複合化に
よる活性化

交通利便性の充実

建物の健全性の確保

貸室の多目的利用
予約システム
Wi－Fi
備品の充実 など

再配置を実施しない場合（現状のまま全ての施設を維持） 

再配置を実施した先に目指す姿（イメージ） 
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序章 

1. 取組の必要性 

羽村市は、これまでに多くの公共施設を整備し、東京都内の市の中で、人口当たりの公共施設の総

量（延床面積）が一番多い市として、充実した施設サービスを提供してきました。 

ところが、こうした身近な公共施設の老朽化が深刻で、近年不具合が頻発しており、毎年多くの施

設で空調機器トラブルや雨漏りなどの不具合が発生するようになっています。 

市の公共施設のほとんどが昭和４０年代から平成１７年度までに整備されたものです。施設を継続

して利用していくためには、大規模な修繕や建替えなどを周期的に実施していかなくてはなりません。

今後、多くの施設でそうした改修などのタイミングが次々と到来します。 

こうした修繕や建替えなどには多額の費用がかかりますが、長期的な財政構造の変化や今後の人

口減少も踏まえると、このままこれらの建物を維持していくことは将来的には不可能です。仮にこの

まま維持し、問題を先送りにすれば、安全性も含め深刻な状態を抱えることになり、負の遺産を将来

世代に残すことになりかねません。 

こうしたことから、建築物の整理統合を計画的に進め、公共施設の総量抑制を図る必要があります。

（図１） 

■図１ 公共施設の総量抑制の必要性 
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問題認識①～大量の公共施設の老朽化 

令和６年３月末現在、羽村市が保有する建築物は、１５２施設で、延床面積は約１４万９,０００㎡と

なっています。年度別の整備状況では、昭和５４年度が最も多く、ほとんどが昭和４０年代から平成

１７年度までに整備したものとなっています。今後、建築物の老朽化が進み、改修や更新費用の増大

が予測されます。（図２） 

■図２ 建築物の年度別整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 羽村市の公共施設の保有状況 

住民一人当たりの公共施設（建築物）の延床面積を他市と比較すると羽村市は非常に多く、多摩

地域の市の中では最も多くなっています。また、人口や面積が類似している全国の団体と比較して

も多い水準にあります。（図３） 

■図３ 住民１人あたりの建築物延床面積の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

八
王
子
市

立
川
市

武
蔵
野
市

三
鷹
市

青
梅
市

府
中
市

昭
島
市

調
布
市

町
田
市

小
金
井
市

小
平
市

日
野
市

東
村
山
市

国
分
寺
市

国
立
市

福
生
市

狛
江
市

東
大
和
市

清
瀬
市

東
久
留
米
市

武
蔵
村
山
市

多
摩
市

稲
城
市

羽
村
市

あ
き
る
野
市

西
東
京
市

多
摩
2
6
市
平
均

人
口
面
積
類
似
団
体

(㎡/人）

出典：公共施設状況調査２０２２ 

年度別整備延床面積（㎡） 累計延床面積（㎡） 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

S

40

以

前

S
42
S
44
S
46
S
48
S
50
S
52
S
54
S
56
S
58
S
60
S
62
H
1
H
3
H
5
H
7
H
9
H
11
H
13
H
15
H
17
H
19
H
21
H
23
H
25
H
27
H
29
R
1
R
3
R
5

年度別整備延床面積 累計延床面積



序章 

7 

 

羽村市の公共施設の老朽化状況 

公共施設の老朽化を示す指標である有形固定資産減価償却率💬について、羽村市の数値は

年々上昇し、令和５年度末現在、6８.８％となっており、類似団体と比較しても高く、施設の老朽化

が進行しています。（図４） 

■図４ 有形固定資産減価償却率の推移 

 
💬有形固定資産減価償却率…建築物や設備が、建築・設置された時からどの程度価値が減少したかを示す指標。 

この数値が 100％に近いほど老朽化が進んでいることを意味する。 

問題認識②～財政構造の変化 

公共施設が整備されてきた時代と現在では財政構造が大きく変化しています。これは羽村市に

限ったことではなく、都市の発展・成熟などに伴い変化してきたものですが、経常収支比率💬が高

止まりし、財政が硬直化しています（図５）。 

この比率が高いと投資に回す財源に余裕がないことを示しています。この比率が低かった公共

施設の整備をしてきた時代のように、公共施設の再整備に投資していくことが難しい状況です。こ

うした財政構造の変化が、公共施設の維持を困難なものにしている一つの要因です。 

■図５ 経常収支比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

💬経常収支比率…市が毎年得る通常の収入のうち、人件費や社会保障費など毎年必ずかかる支出にどれくらい充てられているか 

を示す割合。この数値が 100％に近いほど、公共施設の整備などにお金を回す余裕がないことを意味する。 
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問題認識③～人口減少 

  第六次羽村市長期総合計画における人口想定では、羽村市の総人口は平成２７年の５５,８３３人

から本計画の計画終期の令和２７年には約２割減の４２,８６２人となり、その後も減少が続くものと

推計しています（図６）。また、東京都の他市の推計と比較すると、羽村市は人口減少が顕著となっ

ています（図７）。 

  人口減少に伴い、公共施設の維持保全財源も減少していきます。また、公共施設の利用者数も減

少していくものと考えられます。 

■図６ 羽村市の人口の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：第六次羽村市長期総合計画 

 
コラム① こんな取組も進めています ～財政健全化の取組～ 

 
公共施設の整理統合は、将来的な人口減少に伴う建物維持の財源不足に備えて、段階的に

公共施設を減らしていく取組であり、現在の財政収支の不足を補うためのものではありません。一

方で、近年の羽村市は、市税収入の低迷や社会保障費の増加などによって厳しい財政状況が続

いており、公共施設の整理統合とは別に財政の健全化に向けた様々な取組を行っています。 

令和４年度を始期とする第六次羽村市長期総合計画・前期基本計画の計画期間中において

は、下記の財政健全化に向けた取組を行い、令和６年度までに約８億５千万円の効果額を生み出

しています。 
 

■財政健全化に向けた主な取組 

・事務事業の見直し（補助金・助成金の見直しなど） 

・受益者負担の適正化（使用料、手数料の見直し） 

・ふるさと納税、企業版ふるさと納税、クラウドファンディングの実施 

・ネーミングライツ事業💬の実施 

・市有地の売却・借地の返還 

・人件費の見直し（特別職給与、管理職手当の引き下げ） など ※ネーミングライツ事業の一例 

💬ネーミングライツ事業…公共施設や公園等の名称に企業名や商品名等を冠した「愛称」をつける権利（命名権）

を民間事業者等に付与し、その対価を得る事業 
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■図７ 多摩２６市の人口変化予測 

（令和２年の総人口を１００としたときの令和２７年の総人口の指数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口 令和５(2023)年推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム② こんな取組も進めています ～定住促進に向けた取組～ 

 
市では、平成２９年にシティプロモーション基本方針を策定し、転出抑制と転入促進を図

ることにより、定住人口の増加を目指す取組を推進しています。具体的には、市内で子育て

を楽しんでいる家族の写真展などを行う「はむら家族プロジェクト」や、市民記者による羽村

の魅力を紹介する記事の発信、フィルムコミッション事業💬による知名度向上などに取り組

み、子育てしやすいまちのブランド化の推進やシビックプライド💬の醸成を図っています。こ

うした取組が評価され、「共働き子育てしやすい街ランキング 2022」では全国 4 位にラン

クインし、「シティプロモーションアワード 2023」では金賞を受賞しました。 
 
💬フィルムコミッション事業…知名度向上を目的として、映画やテレビ番組、CM 等のロケーション撮影を誘致したり、撮

影が円滑に進むよう支援したりする事業。 

💬シビックプライド…「都市や地域に対する市民の誇り」を意味し、単なる郷土愛ではなく、「住民が主体的に地域をより
良くしようとする当事者意識や自負心」を指す言葉。 
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2. 公共施設（建築物）の維持補修・更新費用の試算と総量抑制の目標 

平成２８年３月時点で、羽村市が保有する建築物の総量は１６８施設、延床面積約１５万７,０００㎡

です。ここを基準に、そのままこの総量を維持する場合、更新周期を６０年、建築後３０年に大規模改

修を実施するなどの条件で、その後３０年間における維持補修及び更新費用を更新費用試算ソフト

で算定すると、約４５０.１億円（年平均約１５.０億円）必要となりました。（図８） 

こうした費用を圧縮するため、建築物の長寿命化を基本として維持保全に取り組むこととしていま

す。しかし、取組を実施した場合でも、年平均約１３.２億円かかる推計となっており、計画期間内の財

源予測の年平均約１１.８億円を上回り、財源不足を生じます。 

さらに、今後、人口減少に比例して財源も縮小していくことを考慮すると、計画終期には年間約

3.8億円（必要費用の約３０％）の財源不足を生じる予測となります。 

こうしたことから、財源に応じた保有量に徐々に抑制していくことが必要であり、公共建築物の総

量を３０％程度縮小していくことを長期的な目標としています。 

なお、急激な抑制によりサービス等の質や市民生活などに大きな影響がでることなどを考慮し、財

源不足を総量抑制以外の手法で補いながら、目標達成年度は適宜見直すこととしています。 

■図８ 維持補修・更新費用の試算と総量抑制の目標 

 

 

  

全建築物１５万７千㎡ 30年間の試算 

標準的な
試算 

長寿命化に 
よる試算 
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3. 公共施設再配置による財務効果・影響 

公共施設の再配置により目指す財政的な効果は、将来の維持保全費用の抑制です。施設の運営費

の抑制や施設サービス自体の縮小を目指しているものではありません。 

一方で、公共施設の再配置を進めていく中で、建物の管理経費や施設の運営経費などが縮小し一

部に余剰財源が生じたり、施設を廃止する中で、土地の売却益などが生じます。（図９） 

こうした財源を有効に活用し、整理統合にかかる経費や代替施設を充実する経費に充当するなど、

公共施設の整理統合の実現とその先に目指す公共施設の将来の姿の実現を図っていきます。 

■図９ 公共施設再配置による財務効果・影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム③ 市民アンケートの結果から ～公共施設の総量抑制について～ 

 令和６年に 1200名（無作為抽出）の市民を対象に実施した公共施設に関するアンケート

調査では、公共施設の総量抑制に一定の理解を示す方が約６割という結果になりました。 
 

■設問 

今後、市では人口減少なども踏まえ、公共施設の適正な維持管理を目指し、公共施設の総

量の抑制を図っていく考えです。このことについて、あなたはどのように考えますか？ 

あなたの考えに最も近いものを１つ選んでください。 
 

■結果                                                            （n=585） 

 

 

 

 

 

 
 

アンケート調査結果の詳細は 4９Ｐに掲載しています。 

 

公共施設はできるだけ少なくてよい 6.5%

人口減少や財源の減少などに応じて公共施設の量を減らすべきである 53.2%

人口や財源の増減によって公共施設を増減するべきではない 24.3%

公共施設の量をもっと増やし、充実を図るべきである 2.7%

わからない 12.1%

無回答 1.2%

59.7%

27.0%

13.3%

公共施設の再配置による財務効果・影響

施設機能（サービス）にかかる経費
（運営経費等）
運営委託料、人件費、光熱水費、
機器等使用料など

普通建設事業費
改築（建替え）費用
改修費用（大規模・長寿命化等）
設備更新費用等

維持補修費（修繕料等）

11

建物の管理経費
保守点検費・維持管理委託料など

公共施設の整理統合に伴う経費
施設の充実に伴う経費

（新たに発生する経費）

将来の維持保全費用の
減少

経常経費の減少
廃止施設の運営経費など

建物に起因する
経常経費の減少

計画目標どおり将来の
維持保全費用の抑制

経常経費の発生
代替確保・公共交通充実費用、
予約システム経費など

臨時経費の発生
移転・改修費用、駐車場整備費
町内会支援費用など

土地売却益などを充当

増加・発生経費の
財源に減少経費分
の財源を充当

経費区分 再配置による財務効果

維
持
保
全
費
用

借地経費減少分などを充当
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4. 公共施設再配置の取組の流れ 
 

老朽化問題の提起（平成２８年３月～） 羽村市公共施設等総合管理計画の策定 

国は、社会問題化したインフラを含めた公共施設の老朽化問題に対処していくため、平成２５年１１

月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、同様の取組を地方公共団体に要請しました。 

羽村市では、平成２８年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の整理統合の取組を

開始しました。 
 

ステップ１ 総量抑制方針の決定（令和４年２月）  第六次羽村市長期総合計画の策定 

市の最上位計画である第六次羽村市長期総合計画を策定し、市の将来像を実現していくための施

策として、公共施設の総量抑制方針を掲げました。 

「人口動態や市民ニーズなどによる変化する利用需要や老朽化の状況を踏まえ公共施設の集約

化・複合化・廃止などにより、総量の抑制を図ります」としています。 
 

ステップ２ 総量目標と取組手法の決定（令和６年３月） 羽村市公共施設等総合管理計画の改定 

 第六次羽村市長期総合計画の分野別計画である公共施設等総合管理計画を大幅に改定し、総量抑

制の目標として公共建築物の３０％程度の削減を掲げるとともに、市の公共施設全体で集中的に検

討を行うため、公共施設再配置構想などの策定に取り組むこととしました。 
 

ステップ３ 整理統合の骨子の決定（令和８年●月） 公共施設再配置構想の策定 

 羽村市公共施設等総合管理計画に基づき、下記のプロセスを経て、市の公共施設全体で集中的に

検討を行い、集約化や複合化を行う拠点施設としての位置づけや分散する施設を統合するグループ

分け、整理統合の実施時期など、整理統合の骨子を示す「公共施設再配置構想」を策定します。 
 

取組周知（広報、動画配信、ポスター掲示等）（令和６年度～） 

公共施設に関するアンケートの実施（令和６年７月） 

公共施設利用者アンケートの実施（令和６年度） 

公共施設カルテ等（カルテ・アンケート結果・利用率）の作成・公表（令和６年度） 

公共施設再配置の試案作成（庁内検討）（令和６年度） 

試案内容について施設関係者と調整（令和７年５月～８月） 

検討中の案として「たたき台」を公表し意見募集（令和７年９月～１１月） 

懇談会の実施（令和７年９月～１０月） 

「たたき台」を修正し「たたき台 vｅｒ．２」として公表し意見募集（令和８年３月～５月） 

懇談会等の実施（令和８年４月～５月） 

構想素案の公表とパブリックコメント💬の実施（令和８年７月頃） 

公共施設再配置構想の策定（令和８年９月頃） 
 

ステップ４ 具体的な実行計画の作成（令和８年度～適時） 公共施設個別再配置計画の策定 

 今後、公共施設再配置構想に基づき、それぞれの整理統合について、具体的な実施内容やスケ

ジュール、各部署の役割分担等を示す「公共施設個別再配置計画（実行計画編）」を整理統合の実施

時期に応じて概ね施設毎に適宜策定します。また、公共施設再配置構想において、今後示すとした学

校再編や地域集会施設の統合などの整理統合の枠組みについては、それぞれに「公共施設個別再配

置計画（配置編）」として早期に策定します。なお、公共施設個別再配置計画の策定にあたっては、必

要に応じて市民意見の聴取を実施していきます。 

現在は 

この段階です 
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💬パブリックコメント…「意見公募手続」とも言い、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、市民の市政への参画を推進する

ため、市の重要な施策などを定める際に、広く市民の皆さんなどからの意見や情報を求める手続き。 

 

ステップ５ 整理統合の実施（令和８年度～適時） 

 公共施設個別再配置計画（実行計画編）に沿って、各部署がそれぞれの役割を果たしながら整理統

合を実行していきます。 

■図１０ 公共施設再配置の取組の流れ 

 

 

公共施設再配置の取組の流れ（これから）
Ⅰ期 R8～R12 Ⅱ期 R13～R17 Ⅲ期 R１8～R２2 Ⅳ期 R２３～R２７

個別再配置計画策定
（配置編）

Ⅱ期以降の学校再編
地域集会施設統合など

個別再配置計画策定
（実行計画編）

整理統合実施

必要に応じて各個別施設計画毎に意見聴取

個別再配置計画（配置編）は整理統合の枠組み毎に作成
個別施設計画（実行計画編）は施設毎（整理統合毎）に作成

ステップ４ ステップ５

個別再配置計画策定
（実行計画編）

整理統合実施

個別再配置計画策定
（実行計画編） 整理統合実施

個別再配置計画策定
（実行計画編）

整理統合実施

個別再配置計画策定
（実行計画編）

整理統合実施

個別再配置計画策定
（実行計画編）

整理統合実施

ステップ４

公共施設再配置構想 計画期間Ｒ８～Ｒ27

公共施設再配置の取組の流れ（これまで）
年度 H28～ R3 R4 R5 R6 R7 R8

第六次羽村市
長期総合計画策定

公共施設総量抑制
の方針決定

公共施設等
総合管理計画改定

30%減の目標
取組手法の決定
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ー
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第 1章 総論 

1. 計画の位置づけ 

公共施設等総合管理計画に基づき、公共建築物に関する個別施設計画として、公共建築物の整理

統合の骨子を示すものです。本構想と、今後施設ごとに順次策定する「公共施設個別再配置計画」を

併せて「公共施設再配置計画」と呼びます。（図１１） 

■図１１ 計画の位置づけ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

羽村市長期総合計画 
第六次羽村市長期総合計画（令和 4 年度～令和１３年度） 

 
 

 羽村市公共施設等総合管理計画 

羽村市経営管理システム（進行管理・事業評価・改善・公表等） 

主要な関連計画 

 
 
 

羽村市都市計画マスタープラン 

羽村市環境とみどりの基本計画 

羽村市地域防災計画 

羽村市地域福祉計画 等 
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2. 計画期間 

 本構想は令和８年度から令和２７年度までの２０年間を計画期間とし、原則として５年度ごとの４期

に分けて取組の実施時期を示します。 
 

Ⅰ期 令和８年度（２０２６）～令和１２年度（2030）頃 

Ⅱ期 令和１３年度（2031）～令和１７年度（2035）頃 

Ⅲ期 令和１８年度（2036）～令和２２年度（2040）頃 

Ⅳ期 令和２３年度（2041）～令和２７年度（2045）頃 

 

3. 対象施設 

 本構想で対象とする公共施設は、公共施設等総合管理計画に掲げた公共施設のうち、以下の対象

外施設を除いた公共建築物８０施設、約１４万㎡を対象とします。（図１２） 
 

【対象外施設】 

⚫ インフラ施設（道路、橋りょう、上水道、下水道、公園など） 

⚫ 公園内の建築物 

⚫ トイレや倉庫など軽微な施設 

⚫ 水道施設や廃棄物処理施設、消防団用消防車庫など特殊用途の建築物 

■図１２ 対象施設の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設種別 施設名 建築年度 延床面積（㎡）

市役所本庁舎 Ｓ54（1979） 12,455

市役所西分室 Ｓ54（1979） 995

市役所分庁舎 Ｓ56（1981） 767

羽村駅西口土地区画整理事務所 Ｈ4（1992） 249

コミュニティセンター S59（1984） 1,908

加美会館 S45（1970） 537

栄会館 S48（1973） 348

本町会館 S49（1974） 261

神明台会館 S50（1975） 250

緑ヶ丘会館 S55（1980） 352

富士見平会館 S53（1978） 480

小作本町会館 S52（1977） 348

美原会館 S53（1978） 237

中央館 S44（1969） 668

川崎会館 S60（1985） 388

清流会館 S58（1983） 215

奈賀会館 S56（1981） 244

三矢会館 S51（1976） 340

緑ヶ丘三町会館 H4（1992） 164

田ノ上会館 H2（1990） 102

東会館 H3（1991） 321

小作台東会館 S59（1984） 357

小作台西会館 S62（1987） 383

五ノ神会館 S46（1971） 537

緑ヶ丘第二会館 H1（1989） 94

上水会館 H4（1992） 154

天王台会館 S57（1982） 584

双葉町会館 H14（2002） 236

行政系施設

コミュニティ・集会施設
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施設種別 施設名 建築年度 延床面積（㎡）

富士見平高齢者住宅 H5（1993） 387

羽加美団地 H6（1994） 978

美原団地 Ｓ56（1981） 2,080

間坂団地 S59（1984） 1,779

玉川団地 S45（1970） 714

栄町住宅 S53（1978） 1,681

羽村東小学校 S40（1965） 5,448

羽村西小学校 S63（1988） 5,752

富士見小学校 S44（1969） 6,251

栄小学校 S46（1971） 5,670

松林小学校 S49（1974） 5,533

小作台小学校 S51（1976） 4,802

武蔵野小学校 S54（1979） 5,897

羽村第一中学校 S39（1964） 8,650

羽村第二中学校 S46（1971） 8,789

羽村第三中学校 S57（1982） 9,138

教育相談室 H9（1997） 389

Ｓ＆Ｄスポーツアリーナ羽村（スポーツセンター） S55（1980） 6,302

Ｓ＆Ｄスイミングプラザ羽村（スイミングセンター） H2（1990） 3,229

弓道場 H16（2004） 232

中央児童館 S56（1981） 512

東児童館 H10（1998） 1,707

西児童館 H3（1991） 799

東学童クラブ S63（1988） 121

奈賀学童クラブ S56（1981） 85

松林学童クラブ H12（2000） 151

小作台学童クラブ H3（1991） 91

小作台第二学童クラブ H11（1999） 152

西学童クラブ H17（2005） 149

富士見学童クラブ S60（1985） 132

（旧）富士見第二学童クラブ H12（2000） 57

栄学童クラブ S62（1987） 118

栄第二学童クラブ H22（2010） 59

武蔵野学童クラブ H10（1998） 100

武蔵野第二学童クラブ H9（1997） 142

富士見小学校学童クラブ S53（1978） 108

老人福祉センターいこいの里 H3（1991） 1,660

老人福祉センターじゅらく苑 S59（1984） 935

シルバー人材センター H4（1992） 526

福祉センター H11（1999） 3,126

障害者就労支援センターエール H5（1993） 115

保健センター H10（1998） 1,497

平日夜間急患センター S61（1986） 202

プリモホールゆとろぎ（生涯学習センターゆとろぎ） H17（2005） 9,591

郷土博物館 S58（1983） 1,837

プリモライブラリーはむら（図書館） H12（2000） 3,279

小作台図書室 S62（1987） 157

産業福祉センター S46（1971） 1,050

農産物直売所 H13（2001） 330

観光案内所 H18（2006） 83

富士見斎場 S52（1977） 613

自転車保管所 H5（1993） 191

市営住宅

スポーツ・
レクリエーション施設

高齢福祉施設

障害福祉施設

健康福祉施設・医療施設

社会教育施設

産業系施設

その他施設

学校・教育施設

子育て支援施設

機
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市界
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縮　尺　　　1 : 15,000

羽 村 市 全 図青 梅 市

あきる野市
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福 生 市

青
 
梅
 
市

行政系施設 

１ 市役所本庁舎 

２ 市役所西分室 

３ 市役所分庁舎 

４ 羽村駅西口土地区画整理事務所 

市営住宅 

１ 富士見平高齢者住宅 

２ 羽加美団地 

３ 美原団地 

４ 間坂団地 

５ 玉川団地 

６ 栄町住宅 

コミュニティ・集会施設 

１ コミュニティセンター 

２ 加美会館 

３ 栄会館 

４ 本町会館 

５ 神明台会館 

６ 緑ヶ丘会館 

７ 富士見平会館 

８ 小作本町会館 

９ 美原会館 

10 中央館 

11 川崎会館 

12 清流会館 

13 奈賀会館 

14 三矢会館 

15 緑ヶ丘三会館 

16 田ノ上会館 

17 東会館 

18 小作台東会館 

19 小作台西会館 

20 五ノ神会館 

21 緑ヶ丘第二会館 

22 上水会館 

23 天王台会館（中央児童館内） 

24 双葉町会館 

スポーツ・レクリエーション施設 

１ Ｓ＆Ｄスポーツアリーナ羽村 

（スポーツセンター） 

２ Ｓ＆Ｄスイミングプラザ羽村 

（スイミングセンター） 

３ 弓道場 

社会教育施設 

１ プリモホールゆとろぎ 

（生涯学習センターゆとろぎ） 

２ 郷土博物館 

３ プリモライブラリーはむら（図書館） 

４ 小作台図書室（小作台西会館内） 

その他施設 

１ 富士見斎場 

２ 自転車保管所 

高齢福祉施設 

１ 老人福祉センターいこいの里 

２ 老人福祉センターじゅらく苑 

  （コミュニティセンター内） 

３ シルバー人材センター 

障害福祉施設 

１ 福祉センター 

２ 障害者就労支援センターエール 

健康福祉施設・医療施設 

１ 保健センター 

２ 平日夜間急患センター 

産業系施設 

１ 産業福祉センター 

２ 農産物直売所 

３ 観光案内所 

学校・教育施設 

１ 羽村東小学校 

２ 羽村西小学校 

３ 富士見小学校 

４ 栄小学校 

５ 松林小学校 

６ 小作台小学校 

７ 武蔵野小学校 

８ 羽村第一中学校 

９ 羽村第二中学校 

10 羽村第三中学校 

11 教育相談室 

子育て支援施設 

１ 中央児童館 ９ 西学童クラブ 

２ 東児童館 10 富士見学童クラブ 

３ 西児童館 11 （旧）富士見第二学童クラブ 

４ 東学童クラブ 12 栄学童クラブ 

５ 奈賀学童クラブ（中央児童館内） 13 栄第二学童クラブ 

６ 松林学童クラブ 14 武蔵野学童クラブ（東児童館内） 

７ 小作台学童クラブ（西児童館内） 15 武蔵野第二学童クラブ 

８ 小作台第二学童クラブ 16 富士見小学校学童クラブ（富士見小学校内） 

23 
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4. 整理統合の基本方針 

建築物を健全な状態で維持し、必要とされる公共施設の機能を将来にわたって提供していくため、

公共建築物の整理統合を行い、公共建築物の総量の抑制を図ります。 

本構想の策定にあたっては、以下の３つの視点から検討を行いました。（図１３） 
 

■図１３ 整理統合の検討における３つの視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民ニーズ・利用者ニーズへの対応の視点 

➢ 今後も多くの市民が必要とする核となる公共施設は、長期的に健全に維持します。 

➢ 施設廃止時も他の公共施設での代替などにより、必要とされる施設機能を確保します。 

➢ 同種の施設はできるだけ偏りが生じないようバランスを考慮して配置します。 

➢ 予約システムの導入や交通利便性の確保など、施設の利用環境の向上を図ります。 

需要と供給のバランスの確保の視点 

➢ 利用人口や利用率などの需要に応じて施設総量の抑制を図ります。 

➢ 将来的な需要の増減を想定し、計画的に整理統合を図ります。 

➢ 利用対象者や利用用途の拡大などにより、施設利用の効率化を図ります。 

➢ 空きスペースや余剰スペースの活用により、施設利用の効率化を図ります。 

➢ 他の公共施設や民間施設などにより代替可能な施設機能は、見直しを図ります。 

コストの合理性の視点 

➢ 長寿命化などを実施し、できる限り既存の施設の長期活用を推進します。 

➢ 建物の現在価値（簿価）も踏まえて整理統合を検討します。 

➢ 整理統合後の資産売却などにより、維持保全費用の財源確保を図ります。 

➢ 施設の改修・改築では、国等の補助金や起債等の活用を図り、コストの抑制を図ります。 

その他総合的な視点 

➢ 施設の本来的な機能のほか、防災や地域活動の場など、本来機能以外の必要性も確認

し、機能確保を図ります。 

➢ 他種施設の複合化については、相乗効果が確実に得られる場合、積極的に推進します。 

➢ 規模の大きな施設の廃止後の財産処分については、総合的な視点から処分方法を検

討します。 
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5. 廃止となる施設の建物・土地の取り扱いについて 

整理統合によって廃止となる施設の建物・土地については、公共用途での活用見込みがない場合、

財産を有効に活用するため、原則として一般競争入札により民間等へ売却します。ただし、学校など

一定規模以上の建物・土地の財産活用・処分については、まちづくり等の観点から、民間のニーズ調

査を実施し、地域住民の意見を聞きながら、財産活用・処分の方向性を検討していきます。有効な民

間活用や公民連携活用が見つかった場合は、条件付きでの売却や貸付などの資産活用を図っていき

ます。（図１４） 

■図１４ 財産活用・処分の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

💬ワークショップ…参加者が主体となり、対話や作業を通して学びやアイデアを共創する体験型の講座やグループ学習のこと。 

💬サウンディング…自治体などが民間事業者と直接対話を行い、事業アイデア、実現可能性、市場性などを把握・収集する手法。 

💬プロポーザル…売買契約や業務委託などの発注先を選定する際に、価格だけでなく「企画提案」「技術力」「経験」などの総合的な

能力をもとに、最適な事業者を選ぶ方式のこと。 

構想に基づき用途廃止 

公共用途の検討（再確認） 他の公共施設へ転用 

民間活用 

条件付き売却・貸付 

（プロポーザル💬等） 

価格競争による売却へ 

売却（一般競争入札等） 

建物解体 

活用見込みあり 

活用見込みなし 

敷地面積 5000㎡以上（主に学校を想定） 敷地面積５０００㎡未満 

有効な活用

見込みあり 

有効な活用

見込みなし 

建物の資産

価値あり 

建物の資産

価値なし 

財産活用・処分の方向性の検討 

方向性に沿った民間活用・公民連携活用の検討 

構想策定後に判明した新たな公共用途の活用見込みがないか 

用途廃止後の活用を構想で示していない場合 

 

条件の整理 

地域住民等の意見聴取 

（ワークショップ💬等） 

民間等での活用ニーズ調査

（サウンディング💬等） 

土地・建物 土地 
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コラム④ 他自治体の事例を紹介します ～学校の跡地活用～ 

 
平成１６年度から令和５年度までの２０年間に全国で廃校となった公立学校の数は

6,740 校（※）に上り、年間平均で３３７校が廃校となりました（文部科学省「令和６年度

廃校施設活用状況実態調査」より）。元学校施設としてのメリット（まとまったスペース、コス

トパフォーマンス、話題性等）を生かして、全国各地で民間との連携により、廃校が様々な

用途で活用されています。 
 

【民間活用事例】 

青森県大鰐町…生ハム工房 

茨城県行方市…体験型農業テーマパーク 

埼玉県小鹿野町…テレビ・ＣＭ撮影等のロケ地 

山梨県身延町…ドローン開発・研究等施設 

静岡県島田市…グランピング施設 

 

文部科学省のウェブサイトでは、全国の 

廃校活用事例が紹介されています。 

 

※文部科学省「令和６年度廃校施設活用状況実態調査」では、各区市町村の条例上廃止となった学校

を廃校としてカウントしており、平成１６年度～令和５年度に発生した廃校数を８,８５０校としていますが、

そのうち 2,110 校は他の学校と統合するなどして、新たな学校として校舎を再利用しているため、実質

的な廃校数は 6,740校となります。 
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第 2章 各論 
この章では、公共施設を１２の類型に分類し、類型ごとに各施設の再配置の方針や実施時期を示して

います。 

 

■各論のページの見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の類型を示していま

す。 

施設類型ごとの対象施設

の一覧です 

対象施設の現状と課題を

記述しています。再配置を

実施する上での根拠とな

る部分です。 

対象施設の再配置の方向

性を示しています。 

緑の枠内で大枠の方針を

示し、欄外には補足事項を

記述しています。 

基本方針で示した再配置

の実施時期を示していま

す。 

原則として各期の５年間

の間に整理統合を実施す

ることを意味しています。

計画期間については、1５

Ｐもご確認ください。 
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1. 行政系施設 庁舎等施設 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

市役所本庁舎 Ｓ54（1979） 12,455 

市役所西分室 Ｓ54（1979） 995 

市役所分庁舎 Ｓ56（1981） 767 

羽村駅西口土地区画整理事務所 Ｈ4（1992） 249 

 

現状と課題 

⚫ 庁舎施設の規模は、他市と比較しても住民一人当たりの床面積が大きい。 

⚫ 市役所本庁舎は市民が最もよく利用する施設である。 

⚫ 全施設耐震性を確保しているが、空調設備を始めとした設備の老朽化が進んでいる。 

 

基本方針 

◆ 消費生活センターは、分庁舎の廃止に伴い西分室に移転し、その後、西分室の廃止時に市役所本

庁舎へ移転を図る。 

◆ そのほか、集約化に伴い移転が必要な執務室、その他の機能や設備については、市役所本庁舎

又は他の公共施設への移転を図る。 

◆ 本庁舎については、配置の合理化を図り、移転先としてのスペースを確保する。 

 

実施時期 
 

実施内容 実施時期 

市役所分庁舎の廃止 Ⅰ期 

羽村駅西口土地区画整理事務所の移転 Ⅱ期 

市役所西分室の廃止 Ⅲ期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム⑤ こんな取組も始めています ～行政手続きのオンライン化～ 

 
市では、令和４年度に策定した「羽村市ＤＸ推進

基本方針」に基づき、行政手続きのオンライン化を積

極的に推進しています。各種イベント等への申込み

をはじめ、学童クラブの入所申請や妊娠の届出、要

介護認定申請など、市役所に来庁することなく、イン

ターネット上から申請が可能な手続きは毎年増え続

けています。 

➢ 市役所本庁舎は、長寿命化を図り、長期的に維持していく。 

➢ 市役所分庁舎、羽村駅西口土地区画整理事務所、市役所西分室の建物は順次廃止し、庁舎

機能を市役所本庁舎に集約する。 
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2. コミュニティ・集会施設 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

コミュニティセンター S59（1984） 1,908 

地域集会施設 ― ― 

 加美会館 S45（1970） 537 

栄会館 S48（1973） 348 

本町会館 S49（1974） 261 

神明台会館 S50（1975） 250 

緑ヶ丘会館 S55（1980） 352 

富士見平会館 S53（1978） 480 

小作本町会館 S52（1977） 348 

美原会館 S53（1978） 237 

中央館 S44（1969） 668 

川崎会館 S60（1985） 388 

清流会館 S58（1983） 215 

奈賀会館 S56（1981） 244 

三矢会館 S51（1976） 340 

緑ヶ丘三町会館 H4（1992） 164 

田ノ上会館 H2（1990） 102 

東会館 H3（1991） 321 

小作台東会館 S59（1984） 357 

小作台西会館 S62（1987） 383 

五ノ神会館 S46（1971） 537 

緑ヶ丘第二会館 H1（1989） 94 

上水会館 H4（1992） 154 

天王台会館（中央児童館内） S57（1982） 584 

双葉町会館 H14（2002） 236 

※地域集会施設は条例上、地域集会施設と学習等供用施設に分かれていますが、本構想では便宜上、

いずれも地域集会施設として表記しています。 
 

現状と課題 

⚫ コミュニティセンター・地域集会施設は、他市と比べ住民一人当たりの床面積が大きい。 

⚫ 貸室が施設の主な機能であるが、ほかにも生涯学習センターゆとろぎなど同様の貸室機能を有

する施設が多い。  

⚫ 貸室等の利用率は低く、利用率、利用者数ともに減少傾向にある。 

⚫ 地域集会施設は施設の立地に偏りがある。 

⚫ 地域集会施設は町内会・自治会の利用が主で、一般の利用が少ない施設が多い。 

⚫ 地域集会施設は予約システムが未導入など一般に利用がしづらい。 

⚫ 全体に設備等を含め老朽化が進んでいる施設が多い。 
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地域集会施設別の町内会区域人口 
 

施設名称 条例で使用料の免除を規定している町内会 区域人口 

加美会館 間坂第一町内会、間坂第二町内会、宮地町内会 4,260人 

栄会館 栄町第一町内会、栄町第二町内会 4,954人 

本町会館 本町第一町内会、本町第二町内会、本町第三町内会 1,640人 

神明台会館 神明台町内会 4,938人 

緑ヶ丘会館 緑ケ丘第一町内会、緑ケ丘西町内会 3,957人 

富士見平会館 東台町内会、富士見平第一町内会 2,967人 

小作本町会館 小作本町町内会 1,733人 

美原会館 美原町内会 2,308人 

中央館 田ノ上第二町内会、田ノ上第三町内会 1,444人 

川崎会館 川崎東町内会、川崎西町内会 1,975人 

清流会館 清流町内会 407人 

奈賀会館 奈賀一町内会 496人 

三矢会館 神明台上町内会 3,016人 

緑ヶ丘三町会館 緑ケ丘三丁目町内会 808人 

田ノ上会館 田ノ上第一町内会 ８１１人 

東会館 東第一町内会、東第二町内会 1,195人 

小作台東会館 小作台東町内会 2,307人 

小作台西会館 小作台西町内会 3,612人 

五ノ神会館 五ノ神東町内会、五ノ神中町内会 3,684人 

緑ヶ丘第二会館 緑ケ丘第二町内会 1,589人 

上水会館 上水通り町内会 740人 

天王台会館 奈賀二町内会 441人 

双葉町会館 双葉富士見町内会、双葉町松原町内会 2,897人 

※人口は令和６年１０月１日現在 

※各町内会の加入者数を示したものではありません。 

 

基本方針 

 

◆ 類似施設の貸室機能がより使いやすくなるように、予約や鍵の管理方法等の運営を見直す。 

◆ 廃止後の建物は除却し、市役所庁舎駐車場として活用を図る。 

 ※コミュニティセンター内のじゅらく苑についても廃止する。（３６Ｐ参照） 

 

 

コミュニティセンター 

➢ コミュニティセンターを廃止し、貸室機能を生涯学習センターゆとろぎや地域集会施設等の

類似施設で代替していく。 
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◆ 人口、面積、アクセス距離や町内会などの地域のつながりを考慮して１０区域程度に分け、区域

毎に 1カ所の施設に統合を検討する。 

◆ 公共施設として維持する地域集会施設は、より使いやすくなるように、予約や鍵の管理方法等

の運営を見直す。 

◆ 統合により、拠点移転等が必要となる町内会に対し、移転に係る支援を行う。 

◆ 身近に利用できる町内会の拠点確保について、公共施設として使用しない地域集会施設の建物

の活用など、町内会と協議しながら支援方法を検討し、実施していきます。 

 

地域集会施設の将来配置区域分けイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の図は、あくまでも区域分けのイメージであり、実際の区域分けは、市民や町内会の意見を踏

まえてⅠ期に決定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.1 

No.4 

No.3 

No.2 

No.5 

No.6 

No.8 

No.10 No.9 No.7 

おおよその区域分けを示し、区域で一つの地域集会施設を配置 

既存地域集会施設 

地域集会施設 

➢ ２３施設の地域集会施設を１０施設程度に統合し、市民が利用しやすい公共施設として維持

していく。 
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実施時期 
 

実施内容 実施時期 

コミュニティセンターの廃止 Ⅰ期※１ 

地域集会施設の統合 ― 

 ①統合の具体的内容の検討・決定 

町内会の拠点移転・拠点維持の支援内容の検討 
Ⅰ期（Ｒ８年度） 

②統合の実施 Ⅱ期※2 

※１ コミュニティセンターは令和 8年度末の運営をもって施設を廃止する。 

※２ 地域集会施設については、建物の耐用年数や他の公共施設の整理統合に伴い、施設によって

統合の実施時期が前後する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   コラム⑥ 他自治体の事例を紹介します ～スマートロックで鍵の受け渡しが不要に～ 

  群馬県前橋市では、これまで職員が不在となる土日や夜間に公民館を利用する場合は、事

前に窓口で料金を支払い、鍵を受け取る必要がありました。そこで、令和７年度から一部の公

民館にスマートロックシステム💬を導入し、メールで通知される暗証番号を入力することで鍵

を解錠できるようになりました。さらに、オンライン上で予約からキャッシュレス決済まで対応し

ているため、利用者は事前に窓口に行くことなく公民館を利用することができるようになりまし

た。従来の窓口や電話での予約も可能なため、インターネットの利用が難しい方にも配慮され

ています。 

 

 
・オンライン予約 

・キャッシュレス決済 

・スマートロック 

スマホで完結！ 

※イメージ画像 

💬スマートロックシステム…スマートフォンや暗証番号などを用いて、物理的な鍵を使わずに施設の玄関ドアの施錠・解
錠ができるシステム。 
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3. 公営住宅（市営住宅） 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

富士見平高齢者住宅 H5（1993） 387 

羽加美団地 H6（1994） 978 

美原団地 Ｓ56（1981） 2,080 

間坂団地 S59（1984） 1,779 

玉川団地 S45（1970） 714 

栄町住宅 S53（1978） 1,681 

 

現状と課題 

⚫ 市営住宅は、公営住宅法に基づく住宅として、住宅に困窮する低所得者に対し、低廉な家賃で住

宅を供給する目的で設置している。 

⚫ 近年、高齢者の入居希望者は増加傾向であり、一般世帯（ファミリー向け）の応募は非常に少な

いため、一般世帯向けの入居率が低い市営住宅がある。 

⚫ 富士見平高齢者住宅と羽加美団地以外は、建築後４０年以上が経過し老朽化が進んでおり、断

熱などの環境性能やバリアフリー化などにも課題がある。 

⚫ 浸水想定区域内に立地している市営住宅がある。 

⚫ 将来の供給戸数については、個人が所有している賃貸住宅を含めて、総合的な住宅政策の検討

が必要である。 
 

基本方針 

 

 

実施時期 
 

実施内容 実施時期 

市営住宅に関する将来計画の策定・公表 Ⅰ期（Ｒ８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 市営住宅の長寿命化や更新、廃止については、対象とする住宅困窮者について十分に予

測・検討し、将来の公営住宅としての供給戸数や将来の対象世帯数等を明確にし、各住宅

の存続・廃止などの将来計画を別途策定・公表する。 

➢ 市役所分庁舎、羽村駅西口土地区画整理事務所、市役所西分室の建物は順次廃止し、庁

舎機能を市役所本庁舎に集約する。 
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4. 学校・教育施設 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

小学校 ― ― 

 羽村東小学校 S40（1965） 5,448 

羽村西小学校 S63（1988） 5,752 

富士見小学校 S44（1969） 6,251 

栄小学校 S46（1971） 5,670 

松林小学校 S49（1974） 5,533 

小作台小学校 S51（1976） 4,802 

武蔵野小学校 S54（1979） 5,897 

中学校 ― ― 

 羽村第一中学校 S39（1964） 8,650 

羽村第二中学校 S46（1971） 8,789 

羽村第三中学校 S57（1982） 9,138 

教育相談室 H9（1997） 389 

 

これまでの学校施設の再配置の検討の流れ 

  学校の設置や廃止に関する事務は基本的には教育委員会の職務権限ですが、学校は避難所や

地域の活動場所といった教育以外の機能も担っています。そのため、学校の再配置の検討にあたっ

ては、教育委員会と市長部局の役割を明確にしつつ、相互の連携が不可欠です。 

本構想における学校施設の検討にあたっては、まず教育委員会が教育的観点から今後の学校の

在り方について検討しました。市長部局は、その検討内容を踏まえて、目的外機能や、予算・まちづ

くり等の統括的な視点から検討を加え、相互に調整した上で、羽村市公共施設再配置構想（たたき

台 ver.2）として作成しました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

・予算 ・まちづくり 等 

・防災（避難所）機能 ・体育館、校庭の一般利用 

・学童クラブとの複合化 等 

羽村市公共施設再配置構想のたたき台（令和７年９月、令和８年３月） 

教
育
委
員
会 

教育的観点からの今後の学校の在り方の検討 

・少子化 ・適正規模、適正配置 ・小中一貫教育 

・通学路 ・コミュニティスクール 等 

「これからの羽村市立学校の 

在り方について」（令和６年２月） 

学校施設の目的外機能・複合化の視点 

市
長
部
局 

検 

討 調整 

統括的な視点 

意見の検討・考慮 懇談会 パブリックコメント 

羽村市公共施設再配置構想 

施設管理の視点 ・老朽化 ・コスト 等 学校施設長寿命化計画（令和７年３月改定） 
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現状と課題 

⚫ 羽村市教育委員会「これからの羽村市立学校の在り方について」（５９Ｐ参照）より抜粋 

 
⚫ 松林小学校・羽村第三中学校については、他校と比べ、児童・生徒数が非常に少なく、クラス替え

や部活動など学校運営に影響のある状況である。 

⚫ 武蔵野小学校は今後の児童数の減少が顕著で、今後６年間で児童数が４０％減少する見込みで

ある。 

⚫ 学校施設は公共施設（建築物）の総床面積の約半分を占め、法定耐用年数を超過している建物

が多く、老朽化が進んでいる。 

⚫ 市民アンケートの結果、学校統廃合については、「積極的に統廃合するべき」2０.７％、「統廃合は

必要だが、最小限にとどめるべき」６３.２％となっている。 

⚫ 統廃合する場合でも、避難所・避難場所などの防災機能、スポーツ等の地域活動の場としての機

能を維持していく必要がある。 

⚫ 学童クラブの設置は、登所時の安全性から、学校内又は隣接地への設置が望まれている。 

⚫ 教育相談室は土地区画整理事業施行区域内に立地しているため、移転が必要となる。 

⚫ 教育相談室の機能移転については、相談機能は市教育委員会と子育て部門との連携、適応指導

教室については通学と設置環境に配慮が必要である。 

⚫ 学校に設置されているプールについては、設備等の老朽化とともに、夏季の猛暑時の授業実施

ができない場合がある。 
 

基本方針 

 

◆ 通学時の安全確保（特に小学校低学年の通学）については再編に併せて検討する。 

◆ 統合によって移転が必要となる特別支援学級及び特別支援教室拠点校の移転先については、再

編に併せて検討する。 

◆ 学校として廃止となる施設（体育館・校庭など）も、防災機能を持った一般利用ができる公共施

設として、一定程度維持していく。 

◆ 児童数の減少による余裕教室を利用するなど、積極的に学校施設内又は学校隣接地に学童クラ

ブを設置していく。 

◆ 小学校プールについては、水泳授業の実施場所の移行検討を行い、廃止を検討する。ただし、消

防水利の機能を有することから、水利の必要性や代替の水利を検討した上で、財産処分等の検

討を行う。 

➢ 児童・生徒数の減少→将来的に小学校２校・中学校２校程度への再編が想定される。 

➢ 市内のどの位置に学校を設置しても、国の示す通学基準を大方満たすため、通学に大き

な支障はないと考えられる。 

➢ 小中一貫教育をより充実し「生きる力」を着実に育む観点から、学校の数だけでなく、そ

の形態も重要である。 

➢ 地域における学校の役割や活用方法について検討し、持続可能で地域社会に開かれた

学校を実現することが必要である。 

小・中学校 

① 松林小学校と武蔵野小学校を統合し、校舎は武蔵野小学校を使用する。 

② 羽村第三中学校と羽村第二中学校を統合し、校舎は羽村第二中学校を使用する。 

③ 上記①②以降の学校の再編については、「これからの羽村市立学校の在り方について」

を踏まえ、段階的に進めていく。 

④  
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実施時期 
 

実施内容 実施時期 

①松林小学校と武蔵野小学校の統合 Ⅰ期※１ 

②羽村第三中学校と羽村第二中学校の統合 Ⅰ期※１ 

③上記①②以降の「これからの羽村市立学校の在り方について」を 

踏まえた段階的な学校再編 
― 

 再編内容の検討・決定 Ⅰ期 

再編の実施 Ⅱ期以降 

教育相談室の移転 相談機能 Ⅰ～Ⅱ期※２ 

適応指導教室   Ⅱ期 

   ※１ 学校統合の際は、それぞれ３年程度の準備期間を設ける予定 

※２ 教育相談室（相談業務）の移転は保健センターの改修工事に合わせて実施する。

教育相談室 

➢ 教育相談室は相談業務を保健センターへ移転し、適応指導教室は地域集会施設等の廃止

となる公共施設を利用し移転する。 
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羽村市の小・中学校の児童・生徒数の変遷と学校再編 

日本全体で少子高齢化が叫ばれ、 

人口が減少する状況が既に長い期間 

続いています。 

羽村市においても同様で、市内の 

児童・生徒数はピークを迎えた昭和 

60年の 7,437人に対し令和７年は 

3,688人と半数以下になっており、 

今後も減少が予想されています。 

 

 この状況を踏まえ、市では、羽村市の実情に応じた市内小・中学校の再編に取り組

んでいく必要があると考えています。 

 将来的な児童・生徒数を想定し、適正な規模で持続可能な学校へと再編して、羽村

市の未来を担う子供たちにより良い教育環境を整備していきます。 

本構想では、Ⅰ期（令和８年度～令和１２年度頃）において、児童・生徒数の減少

が著しい小中学校４校（松林小学校と武蔵野小学校、羽村第二中学校と羽村第三中学

校）の統合を計画しています。 

この４校の令和７年度と令和１２年度の児童・生徒数の推計と、統合した場合の推

計は以下のとおりとなっています。 

小学校

児童数 学級数 児童数 学級数 児童数

1年 33 1 23 1 △ 10 1年 46

2年 23 1 37 2 14 2年 52

3年 29 1 26 1 △ 3 3年 64

4年 38 2 31 1 △ 7 4年 58

5年 34 1 29 1 △ 5 5年 78

6年 33 1 33 1 0 6年 83

計 190 7 179 7 △ 11 計 381

1年 50 2 23 1 △ 27

2年 40 2 15 1 △ 25

3年 47 2 38 2 △ 9

4年 65 2 27 1 △ 38

5年 66 2 49 2 △ 17

6年 57 2 50 2 △ 7

計 325 12 202 9 △ 123

中学校

学校再編資料（R7.5.1現在）：令和7年度と5年後（令和12年度）の推計と統合した場合の推計

令和7年度 令和12年度 児童数

増減

松林小

松林小

+

武蔵野小

武蔵野小

中学校

生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数

1年 143 5 131 4 △ 12 1年 171

2年 174 5 130 4 △ 44 2年 177

3年 172 5 147 5 △ 25 3年 212

計 489 15 408 13 △ 81 計 560

1年 61 2 40 2 △ 21

2年 78 2 47 2 △ 31

3年 82 3 65 2 △ 17

計 221 7 152 6 △ 69

※令和7年5月1日現在の小中学校の在籍数と学区ごとの出生数を基に推計しています。

令和7年 令和12年 生徒数

増減

羽村二中

羽村二中

+

羽村三中

羽村三中

小学校

児童数 学級数

△ 10 1年 46 2

14 2年 52 2

△ 3 3年 64 2

△ 7 4年 58 2

△ 5 5年 78 3

0 6年 83 3

△ 11 計 381 14

△ 27

△ 25

令和12年度

松林小

+

武蔵野小

中学校

生徒数 学級数

△ 12 1年 171 5

△ 44 2年 177 6

△ 25 3年 212 7

△ 81 計 560 18

△ 21

△ 31

令和12年度

羽村二中

+

羽村三中

（児童・生徒数の変化）         （統合後の児童・生徒数） 

※令和 7年 5月 1日現在の小・中学校の在籍数と学区ごとの出生数を基に推計しています。 
※児童・生徒数及び学級数について、令和 7 年度の数値は実数、令和 12 年度の数値は小・中学
生ともに全学年 35人学級で推計しています。 
※令和 12年度の児童・生徒数については、特別支援・区域外就学の将来予測ができないため出生
数の全数を基準にしています。 
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5. スポーツ・レクリエーション施設 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

Ｓ＆Ｄスポーツアリーナ羽村（スポーツセンター） S55（1980） 6,302 

Ｓ＆Ｄスイミングプラザ羽村（スイミングセンター） H2（1990） 3,229 

弓道場 H16（2004） 232 

 

現状と課題 

⚫ スポーツセンター、スイミングセンターは、市民の需要も高く、利用率も高い。ただし、ピーク時の

利用人数からは減少傾向にある。 

⚫ スイミングセンターは、水上公園プールが休止している現在、市民が水泳することができる市内

で唯一の施設となっている。 

⚫ 弓道場については、利用率が高いが特定の団体の利用が主であり、一般の利用は少ない。築年

数は比較的浅く、減価償却率は５７％である。 

⚫ スポーツセンターは、建築後４０年以上が経過し全体的に老朽化が進んでおり、大規模な改修を

予定していたが、令和７年度に建築基準法の日影規制に抵触していることが判明したため、改修

を中止した。現在、同法に適合するための方策について、建替えを含め検討している（令和８年３

月現在）。 

 

基本方針 

 
 

実施時期 
 

実施内容 実施時期 

スポーツセンターの日影規制に関する是正計画の検討・策定 Ⅰ期 

弓道場のスポーツセンター敷地内への移転 Ⅱ期以降※ 

※弓道場のスポーツセンター敷地内への具体的な移転時期は、日影規制に関する是正計画の

策定後に検討していく。 

 

 

 

 

 

➢ スポーツセンター及びスイミングセンターは、市民のスポーツ拠点として、長期的に維持

していく。 

➢ スポーツセンターは日影規制に関する是正について、建替えを含めて検討し、是正計画

を策定する。その後、他の施設との整理統合内容について改めて検討していく。 

➢ スイミングセンターは長寿命化を実施する。また、小学校水泳授業の実施場所の候補と

して検討していく。 

➢ 弓道場は、スポーツセンターの日影規制に関する是正を実施する時にスポーツセンター

敷地内への移転集約化を図る。 
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コラム⑦ こんな取組も始めています ～スイミングセンターで水泳授業～ 

  
松林小学校と武蔵野小学校では、令和５年度から水泳授業をスイミングセンターの屋内プー

ルで実施しています。天候に左右されずに授業を実施することができるほか、熱中症のリスクを低

減するなどのメリットがあります。学校のプールも老朽化が進行し、その維持管理が課題となって

おり、この２校以外の小学校についても水泳授業の実施場所の候補としてスイミングセンターを

検討しています。 
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6. 子育て支援施設 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

児童館 ― ― 

 中央児童館 S56（1981） 512 

東児童館 H10（1998） 1,707 

西児童館 H3（1991） 799 

学童クラブ ― ― 

 東学童クラブ S63（1988） 121 

奈賀学童クラブ（中央児童館内） S56（1981） 85 

松林学童クラブ H12（2000） 151 

小作台学童クラブ（西児童館内） H3（1991） 91 

小作台第二学童クラブ H11（1999） 152 

西学童クラブ H17（2005） 149 

富士見学童クラブ S60（1985） 132 

（旧）富士見第二学童クラブ H12（2000） 57 

栄学童クラブ S62（1987） 118 

栄第二学童クラブ H22（2010） 59 

武蔵野学童クラブ（東児童館内） H10（1998） 100 

武蔵野第二学童クラブ H9（1997） 142 

富士見小学校学童クラブ（富士見小学校内） S53（1978） 108 

 

現状と課題 

≪児童館≫ 

⚫ 子供たちのニーズが変化、多様化し、それに対応した子供の居場所や遊び場が求められている。

また、児童館の活動内容として、中・高校生の利用促進などが求められている。 

⚫ 羽村市の児童館施設の保有状況は他市と比べて大きく、住民一人当たりの床面積としては他

市の平均と比べ２.５倍程度の規模である。 

⚫ 児童館３館を整備した平成１０年度と比較し、１８歳までの人口は約３分の２に減少し、さらに令

和２０年度には半分にまで減少する見込みである。児童館の利用者もコロナ禍以降利用者数は

増加しているが、長期的な推移を見ると減少傾向である。 

⚫ 中央児童館は建築後４０年以上、西児童館は建築後３０年以上経過しており、老朽化が進んで

いる。 

⚫ 特色ある児童館として、プラネタリウムや特殊遊具（アスレチック）などを整備し維持してきた

が、そうした特殊設備の維持更新費用が大きな負担となっている。 

≪学童クラブ≫ 

⚫ 保育ニーズの高まりや高学年への対象拡大などに伴い、今後入所児童数は増加することが想

定されるが、その後は児童数の減少に伴い減少していくと見込まれる。 

⚫ 登所時の安全性から、学校内又は隣接地への設置が望まれている。 

⚫ 多くの学童クラブが築年数は比較的浅いが、減価償却率は高く、老朽化が進んでいる。 

⚫ 多くの学童クラブが民有地借地に立地している。 
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基本方針 

 

◆ 児童館の果たす機能を生涯学習センターゆとろぎやスポーツセンターなど既存の他の公共施設

や放課後子ども教室などの事業で代替していく取組を進め、市全体として、子供の遊び場、居場

所の充実を図る。 

◆ 特色ある施設として特殊かつ高額な設備等の維持に児童館の運営資源を集中するのではなく、

変化する子供たちのニーズに広く対応し、様々な志向をもった幅広い年齢層の子供が集える児

童館を目指していく。 

◆ 中央児童館については、必要な改修を行い、当面の間維持することとし、学校再編等の進捗に応

じた対応を行っていく。 

 

◆ 将来的に学校再編により小学校が少なくなる場合には、降所時や学校休業時の安全性等を考慮

し、小学校以外の場所への配置も検討する。 

◆ 富士見小学校内に２カ所目の学童クラブを新設する。また、同時に富士見学童クラブを廃止する。 

◆ 学校再編に合わせ、松林学童クラブを東児童館内へ統合する。 
 

実施時期 
 

実施内容 実施時期 

富士見小学校内に学童クラブの新設・富士見学童クラブの廃止 Ⅰ期※１ 

松林学童クラブを東児童館内へ統合 Ⅰ期 

学校再編や余裕教室等の状況により学童クラブを学校内等へ移転 Ⅰ期以降～順次 

中央児童館の廃止 Ⅳ期※２ 

  ※１ 令和８年度末に富士見学童クラブを廃止し、令和９年度に富士見小学校内に学童クラブを新設。 

  ※２ 学校再編やスポーツセンターの是正計画等の内容によっては、児童館機能や学童クラブ機能の

代替機能を確保した上でⅡ期又はⅢ期に前倒しする可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童館 

➢ 西児童館、東児童館を長期的に維持する。 

➢ 中央児童館については、建物の耐用年数を目途に当面維持し、その後、児童館機能を他

の公共施設で代替し、建物を廃止する。 

学童クラブ 

➢ 学童クラブの再配置は学校再編との整合を図り、学校内もしくは隣接地への設置や他

の学童クラブとの統合を推進する。 

➢ 学校内に設置する場合は余裕教室を活用することを基本とし、必要に応じて学校敷地

内等での新築を検討する。 

 

コラム⑧ こんな取組も始めています ～小学校内に学童クラブを複合化～ 

  
令和６年度から富士見小学校内の余裕教室を活

用して、それまで学校外にあった富士見第二学童クラ

ブを廃止し、新たに富士見小学校学童クラブとして開

設しました。学校内に学童クラブを設置することで、子

ども達の安全・安心や、余裕教室の有効活用といった

メリットがあり、今後も積極的に推進していきます。 
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7. 高齢福祉施設 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

老人福祉センターいこいの里 H3（1991） 1,660 

老人福祉センターじゅらく苑（コミュニティセンター内） S59（1984） 935 

シルバー人材センター H4（1992） 526 

 

現状と課題 

⚫ 老人福祉センターは、高齢者人口が増加している一方、利用率、利用者数ともに減少傾向。 

⚫ じゅらく苑は減価償却率が高く、設備等の老朽化が進んでいる。 

⚫ いこいの里は通所介護事業が廃止となり、その空スペースの活用が課題となっている。 

⚫ シルバー人材センターの建物は市の所有物で、公益社団法人羽村市シルバー人材センターに無

償で貸与している。 

⚫ いこいの里は洪水浸水想定区域内に立地している。 
 

基本方針 

 

◆ 地域集会施設やその他公共施設の利用条件、利用環境等を見直し、高齢者が利用しやすい環境

を整備する。 

◆ いこいの里は、耐用年数経過時（計画期間外）を目途に維持しながら、その後の移転先を検討し

ていく。 
 

実施時期 
 

実施内容 実施時期 

老人福祉センターじゅらく苑の廃止  Ⅰ期※ 

  ※じゅらく苑は令和 8年度末の運営をもって施設を廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ コミュニティセンター内に設置しているじゅらく苑を廃止し、いこいの里や地域集会施設、

その他公共施設でその機能を代替していく。 

➢ いこいの里は高齢福祉施設の拠点として維持し、通所介護事業の空きスペースについて

は活用方法を今後検討していく。 

➢ シルバー人材センターについては、建物の維持保全にかかる経費の負担を前提として、公

益社団法人羽村市シルバー人材センターへの貸与を継続する。 

 

瑞穂町提供 
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8. 障害福祉施設 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

福祉センター H11（1999） 3,126 

障害者就労支援センターエール H5（1993） 115 

 

現状と課題 

◆ 福祉センターは地域福祉や障害福祉サービスを提供するとともに、貸室等を地域福祉等の関係

団体が利用している。 

◆ 福祉センターの貸室等の利用率は低く、利用者数ともに減少傾向。 

◆ 障害者就労支援センターエールの建物の減価償却率は１００％となっており、法定耐用年数を経

過し老朽化が進んでいる。 
 

基本方針 

 

◆ 福祉センターの建物の運用を整理し、スペースを合理化するとともに、貸室の一般の利用につい

ても検討する。 
 

実施時期 
 

実施内容 実施時期 

障害者就労支援センターエールの福祉センター内への移転  Ⅰ期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 福祉センターは地域福祉の拠点として長期的に維持していく。 

➢ 障害者就労支援センターエールは福祉センター内に移転する。 
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9. 健康福祉施設・医療施設 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

保健センター H10（1998） 1,497 

平日夜間急患センター S61（1986） 202 

 

現状と課題 

◆ 保健センターは市の保健事業の拠点としての機能に加え、こども家庭センターを設置し、子供と

家庭の支援拠点としての機能を担っている。 

◆ 平日夜間急患センターは利用者が減少しており、一日当たりの利用者数は２人程度である。 
 

基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 教育相談室の適応指導教室の機能は、地域集会施設等の廃止となる公共施設を利用し移転す

る。（３０Ｐ参照） 
 

実施時期 
 

実施内容 実施時期 

平日夜間急患センターの運営の見直し  Ⅰ期 

教育相談室（相談機能）の保健センター内への移転 Ⅰ～Ⅱ期※ 

  ※教育相談室（相談業務）の移転は保健センターの改修工事に合わせて実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   コラム⑨ こんな取組も始めています ～保健センター内にこども
．．．

家庭センターを複合化～ 

   妊娠・出産に関する「母子保健」と、家庭の様々な悩みに対応する「児童福祉」の窓口は、こ

れまで保健センターと市役所庁舎に建物が分かれていました。そこで、令和７年度から両部門を

一体化し、こども家庭センターとして保健センター内に開設し、今まで以上に切れ目のない支援

を提供できるようになりました。また、移転によって空いた市役所庁舎内のスペースは、庁舎機能

の集約化の際に活用していきます。 

➢ 保健センターは、健康福祉施設として、また、子供や家庭の支援拠点として、長期的に維

持していく。 

➢ 平日夜間急患センターは、廃止も含めた運営の見直しを行い、運営を継続する場合は、保

健センター内で実施する。 

➢ 保健センターに教育相談室のうち相談機能を移転し、子供や家庭の支援の連携を強化す

る。 
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10. 社会教育施設 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

プリモホールゆとろぎ（生涯学習センターゆとろぎ） H17（2005） 9,591 

郷土博物館 S58（1983） 1,837 

プリモライブラリーはむら（図書館） H12（2000） 3,279 

小作台図書室（小作台西会館内） S62（1987） 157 

 

現状と課題 

◆ 社会教育施設は他の公共施設と比べ比較的新しい施設であるが、規模も大きく、建築後２０年

以上が経過し、今後、多額の維持保全経費が見込まれる。 

◆ 生涯学習センターゆとろぎ、図書館ともに利用者数が減少し、利用率も低迷している。 

◆ 小作台図書室の利用者数は少なく、利用者の居住地域が限られている。 

◆ 住民一人当たりの床面積は、公民館（※）、図書館、博物館ともに他市と比較して大きい。 

◆ 郷土博物館は博物館法に基づく施設として維持しており、他市と比較して住民一人当たりの規

模が大きい。また、利用者の約８割が市外在住者である。 

※公会堂、市民会館など公民館の類似施設を含み、生涯学習センターゆとろぎはこの部分に含めています。 

 

基本方針 

 

 

 

 

 
 

◆ 生涯学習センターゆとろぎは、コミュニティセンターなど廃止となる公共施設の代替の機能を担

うことができるよう、利用環境の整備を図る。 

◆ 郷土博物館の学習室を地域集会施設としても利用できるよう利用条件などを見直す。 

◆ 小作台図書室の空きスペースは、地域集会施設など他の公共用途に転用を図る。 
 

実施時期 
 

実施内容 実施時期 

小作台図書室の廃止  Ⅱ期 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム⑩ こんな取組も始めています ～図書の宅配サービス～ 

  令和５年１月から、図書館への来館が難しい方

を対象に、図書館の資料を自宅へお届けする宅

配サービスを実施しています。 

《対象者》 

・乳幼児（小学校入学前まで）とその保護者 

 ・７０歳以上の方 

・身体に障害のある方 

➢ 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・郷土博物館を社会教育施設の拠点として維持し、大規

模改修工事など適切な保全を実施していく。 

➢ 小作台図書室については廃止し、機能の一部を西児童館の図書コーナーにより代替する。 

・利用料は無料です 
・返却時も自宅へ回収に 
伺います 
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11. 産業系施設 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

産業福祉センター S46（1971） 1,050 

農産物直売所 H13（2001） 330 

観光案内所 H18（2006） 83 

 

現状と課題 

⚫ 産業福祉センターは、建築後５０年以上経過しており、老朽化が進行している。 

⚫ 産業福祉センターは、耐震診断未実施であり、供用し続けるためには、改築又は耐震改修を含め

た長寿命化改修が必須である。 

⚫ 産業福祉センターの土地については、東京都からの借地であり、使途が勤労福祉に限定されて

いる。 

⚫ 産業福祉センターは、コロナ禍以降利用者数は増加しているが、長期的な推移を見ると減少傾

向である。 

⚫ 農産物直売所は、利用者数、会員（農家）数、売り上げともに、減少し続けており、経営状況も悪

化している。一方で、農産物直売所への市民ニーズは高い。 

⚫ 観光案内所は、区画整理地内に立地しているため、早期に移転が必要となっている。 
 

基本方針 

 

◆ 産業福祉センターの複合化や周辺公共施設の駐車場を整備するため、東京都から用地の取得を

目指していく。 

◆ 産業福祉センターの整備については、特定財源の獲得を図り、生涯学習センターゆとろぎ、図書

館の大規模改修などと一体的に進めていく。 
 

実施時期 
 

実施内容 実施時期 

観光案内所の移転 Ⅰ期 

産業福祉センターの複合化  Ⅱ期 

  

➢ 産業福祉センターは、改築もしくは長寿命化改修により、産業振興機能や他の公共用途

との複合化などの整備を検討していく。 

➢ 産業福祉センター敷地内に、生涯学習センターゆとろぎや図書館等の周辺公共施設用途

も含めた駐車場を整備する。 

➢ 農産物直売所については、当面施設を維持し、施設の在り方を検討していく。 

➢ 観光案内所は、運営方法及び立地について検討した上で、移転する。 
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コラム⑪ あの頃の公共施設 ～産業福祉センターの歴史～ 

   図書館の隣にある産業福祉センターは、もともと東京都が設置した勤労福祉会館という施設

で、主に中小企業で働く方の文化・教養・福祉の向上を目的として設置されました。平成１２年

に羽村市が建物を無償で譲り受けましたが、土地は東京都の所有のままとなっており、使途を

勤労福祉に限定することを条件に無償で借り受けているため、主に市内の企業や従業員向け

の産業振興の拠点として現在に至っています。 

今後産業福祉センターを複合化し、産業振興以外の機能も取り入れていくためには、東京都

から用地を購入する必要があります。 

勤労福祉会館時代の様子 
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12. その他施設（斎場・自転車保管所） 
 

対象施設 
 

施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

富士見斎場 S52（1977） 613 

自転車保管所 H5（1993） 191 

 

現状と課題 

◆ 羽村市民が利用できる公営斎場は、火葬場も兼ねた瑞穂斎場と式場としての富士見斎場があり、

近年死亡者数の増加とともに、瑞穂斎場の利用が順番待ちの状態になっている。（※瑞穂斎場

は羽村市、福生市、入間市、武蔵村山市、瑞穂町の４市１町で運営する公営斎場） 

◆ 今後も死亡者数は伸びる予測であり、２０３５年度～２０４０年度ごろにピークとなる見込みであ

る。 

◆ 市内には民間の斎場がある。また、瑞穂斎場組合の構成自治体で、別途公営斎場を運営してい

るのは羽村市のみである。 

◆ 斎場の市民ニーズは高く、コロナ禍等の影響で２日葬の需要が減る中、１日葬や法事などでの利

用が伸びている。 

◆ 富士見斎場は、建築後５０年近くが経過しており、老朽化が進んでいる。 

◆ 自転車保管所は、駐輪が禁止された場所等から撤去した放置自転車を保管する施設である。直

近５年間の年間平均撤去台数は６19 台で、同引取り者数は２27 人となっている。１日当たり約

0.8人である。 
 

基本方針 

 

◆ 富士見斎場については、利用状況及び瑞穂斎場や民間斎場の利用状況を見ながら、廃止時期を

検討していく。 

◆ 自転車保管所の受付機能は、リサイクルセンター（リサイクルショップ）内へ移転する。 

◆ 自転車保管所内にある機材等を他へ移転し、自転車保管所の土地建物の財産処分を図る。 
 

実施時期 
 

実施内容 実施時期 

自転車保管所の移転  Ⅰ期※ 

  ※自転車保管所は令和 8年度中に移転予定 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 富士見斎場は死亡推計人口のピークを目途に当面維持していく。 

➢ 自転車保管所を旧クリーンセンターへ移転する。 
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13. 施設別の再配置実施時期の一覧表 

各論に記述している各施設の基本方針を図で一覧にまとめたものです。 
 

《方向性の記載について》 

機能と建物の両面から各施設の本構想における方針を示しています。 

各用語の説明は以下の通りです。 

機能 

継続 現状の施設のまま機能を継続します。 

代替 他の公共施設等で機能を代替します。 

統合 同種の機能を持つ複数の施設同士と合わせて１つの施設にします。 

集約化 同種の機能を持つ小規模な施設を拠点となる施設に集めます。 

複合化 異なる機能を有する施設を１つの施設に集めます。 

検討 本構想では方針を固めきれておらず、今後も継続して検討します。 

建物 

維持 適切な維持保全を行い、長期的に維持します。 

処分 公共施設としては使用せず、売却・貸付・譲渡・解体などの方法により建物を処分します。 

転用 公共施設の用途を変更し、別の目的で活用します。 

検討 本構想では方針を固めきれておらず、今後も継続して検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 建物

市役所本庁舎 継続 維持

市役所西分室 集約化 処分

市役所分庁舎 集約化 処分

羽村駅西口土地区画整理事務
所

集約化 処分

コミュニティセンター 代替 処分

地域集会施設（23か所） 統合 検討

市営住宅（6か所） 検討 検討

松林小学校 統合 検討

羽村第三中学校 統合 検討

上記以外の学校（8か所） 検討 検討

教育相談室 複合化 処分

Ｓ＆Ｄスポーツアリーナ羽村
（スポーツセンター） 検討 検討

Ｓ＆Ｄスイミングプラザ羽村
（スイミングセンター）

継続 維持

弓道場 集約化 処分

Ⅱ期
2031-2035

Ⅲ期
2036-2040

Ⅳ期
2041-2045施設名

Ⅰ期
2026-2030

　スポーツ・レクリエーション施設

方向性

　行政系施設

　コミュニティ・集会施設

　市営住宅

　学校・教育施設

長期的に維持

本庁舎へ集約化

R8年度末で運営を終了し、機能をゆとろぎや地域集会施設等で代替

10施設程度に統合。廃止施設の建物は活用・処分方法を検討。

武蔵野小学校へ統合

羽村第二中学校へ統合

検討結果を踏まえて段階的に再編

相談業務は保健センター、適応指導教室は他の公共施設へ複合化

長期的に維持

スポーツセンター敷地内に集約化

学校として廃止となる施設（体育館・校庭など）は、防災

機能を持った一般利用ができる公共施設として一定程

度維持していく。

統合内容の検討（Ｒ８年度）

将来計画の策定（R8年度） 将来計画に沿った取組みを実施

再編内容の検討

長期的に維持（建替えを含めて検討）

本庁舎へ集約化または他の公共施設へ移転

日影規制の是正計画の検討・策定

本庁舎へ集約化または他の公共施設へ移転
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機能 建物

中央児童館 代替 処分

西児童館・東児童館 継続 維持

学童クラブ（12か所）
複合化
統合 一部処分

老人福祉センターいこいの里 継続 維持

老人福祉センターじゅらく苑
（コミュニティセンター内）

集約化
代替

処分

シルバー人材センター 継続 維持

福祉センター 継続 維持

障害者就労支援センターエー
ル 複合化 処分

保健センター 継続 維持

平日夜間急患センター 検討 処分

プリモホールゆとろぎ
（生涯学習センターゆとろぎ） 継続 維持

郷土博物館 継続 維持

プリモライブラリーはむら
（羽村市図書館） 継続 維持

小作台図書室
（小作台西会館内）

集約化
代替 転用

産業福祉センター 継続 維持

農産物直売所 当面継続 当面維持

観光案内所 検討 処分

富士見斎場 当面継続 当面維持

自転車保管所 複合化 処分

Ⅱ期
2031-2035

Ⅲ期
2036-2040

Ⅳ期
2041-2045

　社会教育施設

　産業系施設

　その他施設

施設名
Ⅰ期

2026-2030

　子育て支援施設

　高齢福祉施設

　障害福祉施設

　健康福祉施設・医療施設

方向性

他の公共施設等で代替（他の施設の再編状況によってⅡ～Ⅲ期へ前倒しの可能性あり）

学校再編との整合を図り、学校内または隣接地への設置や他の学童クラブとの統合を推進

建物の維持保全経費の負担を前提として、（公社）羽村市シルバー人材センターへの貸与を継続

福祉センターへ複合化

長期的に維持

継続する場合は保健センターへ複合化

図書館本館へ集約化し、機能の一部を西児童館の図書コーナーや宅配サービスで代替

死亡推計人口のピーク（2035～2040年頃）を目途に当面維持

長期的に維持し、産業振興機能に加え、他の公共用途との複合化を検討

当面維持し、施設の在り方を検討

運営方法および立地について検討した上で移転

旧クリーンセンター敷地内へ複合化（R８年度）

長期的に維持

長期的に維持。通所介護事業の空きスペースの活用方法を検討

長期的に維持

長期的に維持

長期的に維持

長期的に維持

廃止も含め運営の見直し

当面維持

R8年度末で運営を終了し、いこいの里へ集約化。機能の一部は他の公共施設で代替。
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第 3章 資料編 

1. これまでに寄せられた主な質問と回答 

 

番号 分野 質問 回答 

１ 総論 

人口減少について、増やす努力

をすれば、あまり人口は減らな

いのではないですか。 

市として、これまでにもシティプロモーションの推進など、定住

促進のための施策を継続して展開していますが、人口減少は全

国的な動きとして避けがたいものと認識しています。 

２ 総論 

公共施設を減らしてしまうと、

魅力が減って人口がより減って

しまうのではないですか。 

建物の量は減らしますが、魅力ある公共施設づくりは重要な

テーマとして取り組んでいきます。建物の量を減らし、その分の

経営資源を残る公共施設に振り向けることができます。量を絞っ

て、管理が行き届いた施設を適切に維持し、魅力的なまちづくり

を進めていきます。 

３ 総論 

今回の構想を策定するために審

議会などを設置しなかったのは

なぜですか。 

今回の公共施設の整理統合については、多くの市民の方に

様々な影響があるため、その検討については、限られた委員によ

る掘り下げた検討よりも、広く大勢の方の多様な考えをお聴きし

た上で、総合的に判断していくことが重要であると考えました。 

４ 総論 

現在の羽村市の財政状況が厳

しいから公共施設の整理統合を

実施するのですか。財政健全化

に向けて先に取り組むべきこと

があるのではないですか。 

公共施設の整理統合は、将来的な人口減少に伴う建物維持の

財源不足に備えて、段階的に公共施設を減らしていく取組であ

り、現在の財政収支の不足を補うためのものではありません。一

方で、近年の羽村市は、市税収入の低迷や社会保障費の増加な

どによって厳しい財政状況が続いており、公共施設の整理統合

とは別に財政の健全化に向けて取り組んでまいります。 

５ 総論 

西口土地区画整理事業に使っ

ているお金を公共施設の維持

補修費に回せば、財源不足の問

題は解決し、公共施設の整理統

合は必要なくなるのではないで

すか。 

西口土地区画整理事業の財源については、国・都補助金、市債

などの特定財源を積極的に活用するとともに、都市計画税、羽村

駅西口都市開発整備基金などを充当しています。主な財源であ

る都市計画税は、土地区画整理事業などの「都市計画事業」のみ

に充当可能な目的税であることから、公共建築物の維持補修費

に充当することはできません。 

６ 総論 

公共施設の整理統合を進める

ために必要な財源をどのように

確保するのですか。 

整理統合を進めるにあたり、一時的に、部分的な改修費用や解

体費用、機能の移転費用などがかかります。こうした費用は、施

設の整理統合後の市有地の売却や補助金・地方債などを活用し

て財源を確保していきます。 

 公共施設の総量が抑制されていけば、こうした費用以上に施設

を維持する費用が減少する効果が得られると想定しています。 

７ 総論 

市民一人当たりの公共施設の

床面積について、羽村市が他市

町村と比べて大きくなっている

のは何故ですか。 

羽村市は８０～９０年代にかけて法人関係の税収が豊かで、長

く普通交付税の不交付団体（いわゆる富裕団体）であったこと

や、横田基地に起因する国からの補助金など、公共施設を整備す

るための資金が他市よりも潤沢であったことも充実した公共施

設の整備につながったものと考えます。公共施設はそれぞれその

時代に必要とされ、市が整備を進めてきたものです。 

８ 総論 

この構想で示している整理統合

によって、どのくらいの施設総

量が減るのですか。また、どの

くらいのコスト削減になるので

すか。 

この構想で具体的に整理統合の方針を示している内容では、

施設総量が約２０％弱減る案となっています（これまでの取組の

約 5％削減の実績を含む）。今後、地域集会施設の統合や学校の

再編が決まっていけば、さらに総量は減ると見込んでいます。ま

た、維持保全コストは床面積に比例しますので、2割弱程度低減

すると考えています 

 なお、ここで着目しているコストはあくまで建物の維持保全コス

トであり、施設の運営コストは含みません。サービスを提供する場

所を変えても運営に関する人件費などサービス提供にかかる費

用の財源は、しっかりと確保していく必要があると考えていま

す。 

９ 総論 

整理統合の基本方針の中で、

「交通利便性の確保を図ります」

とありますが、具体的にはどの

ようなものを想定しています

か。 

公共施設の総量を抑制していく中、公共施設までの距離が遠

くなることは避けようのないことであり、その対策は重要な課題

と捉えています。公共施設に関するアンケートの結果を見ると、

市民の公共施設への主な交通手段は自家用車であり、核となる

公共施設については市有の駐車場の確保に努めていく考えで

す。また、高齢者など自家用車がない方の交通利便性の確保も重

要であり、現状でも主要な公共施設には「はむらん」の停留所を

設けています。整理統合後も停留所や運行経路等について随時

検討していく考えです。 
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番号 分野 質問 回答 

1０ 総論 

整理統合の基本方針の中で、

「予約システムの導入」とありま

すが、具体的にどのようなもの

を想定しているのですか。 

整理統合により軽減できた管理運営コストの財源を活用し、現

在市で導入している公共施設予約システムと同様なものを未導

入の施設にも導入することを想定しています。市の公共施設の空

き室状況の把握から予約まで行えるようなシステムを構築し、使

いやすい公共施設を目指すというものです。 

１１ 
コミュニティ・ 

集会施設 

コミュニティセンターの利用率

は他の施設に比べ高いと思うの

ですが、なぜ廃止なのですか。 

コミュニティセンターは建築から４０年が経過しており、設備等

の老朽化が著しく、また現在エレベータ及び冷暖房設備が故障

し、雨漏りも続いているため、施設の使用を続けるには大規模な

改修が必要な状況です。 

 また、コミュニティセンターは地域コミュニティの拠点として多

くの市民に親しまれていますが、基本的な機能は貸室やイベント

の実施場所としての機能であり、生涯学習センターゆとろぎや他

の公共施設の貸室なども類似した機能を有しています。 

 こうしたことを総合的に判断し、廃止を提案しています。 

１２ 
コミュニティ・ 

集会施設 

コミュニティセンター跡地を「市

役所庁舎駐車場として活用を図

る」とありますが、市役所駐車場

はたくさんあるのになぜです

か。 

市役所駐車場の約６割が借地であり賃貸借契約を締結して運

用しています。年間約４３０万円の借地料の負担があり、また、長

期利用の保証がありません。コミュニティセンターの跡地が活用

できれば、借地を返還することができ、借地料が不要となりま

す。 

１3 
コミュニティ・ 

集会施設 

地域集会施設について、「予約

や鍵の管理方法等の運営を見

直す」とありますが、具体的にど

のようなものを想定しています

か。 

予約については、現在、市で導入している公共施設予約システ

ムと同様なものを、地域集会施設にも導入することを想定してい

ます。また、鍵の管理方法も個人宅等に取りに行くような現在の

やり方ではなく、民間で運用されている無人の鍵管理システムの

導入などを想定しており、一般の市民が利用しやすい貸室運営を

目指します。 

１4 
コミュニティ・ 

集会施設 

「地域集会施設の統合によって

拠点移転が必要となる町内会

への移転に係る支援を行う」と

ありますが、どういう支援を想

定していますか。また、町内会の

物資の置き場は確保されるの

ですか。 

物資倉庫などの移転費用や町内会では運搬できない資機材等

の運搬費用などについて補助金の支出を通じて支援することを

想定しています。 

 地域集会施設の統合により、テーブル等の共通の物品は整理

し、荷物の置き場所を確保していただくとともに、他の公共施設

に物資倉庫などを移転することを検討していきます。 

１5 
コミュニティ・ 

集会施設 

この構想では公共建築物の削

減目標を３０％としていますが、

地域集会施設については２３施

設から１０施設程度に減らす方

向性が示されており、建物の数

で考えると約５７％の削減と

なっているのはなぜですか。 

本構想の基となる「羽村市公共施設等総合管理計画」では、平

成２８年度から令和２７年度までに公共建築物の総量を３０％削

減することを目標としていますが、指標となる数値は建物の数で

はなく、床面積をベースとしてします。検討にあたっては、全ての

施設種別で一律に床面積を３０％削減するのではなく、施設ごと

に市民ニーズや需要と供給のバランス、コストの合理性などを総

合的に判断して、本構想を作成しました。また、地域集会施設は

統合の具体的な枠組みが固まっておらず、施設によって床面積

に差があるため、削減する床面積も踏まえて、今後検討してまい

ります。 

16 学校・教育施設 

「市内のどの位置に学校を設置

しても通学に大きな支障はない

と考えられる」との記載があり

ますが、「支障がない」とはどう

いう意味ですか。 

国が作成した「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に

関する手引 ～少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて

～」（文部科学省 平成２７年１月）の中で、通学距離の基準とし

て、小学校で４㎞以内、中学校で６㎞以内が、おおよその目安とし

て妥当であるとされています。羽村市は東西４.２３㎞、南北３.２

７㎞の市域であるため、仮に市域の端に学校を設置しても国が示

す基準を大方満たすという意味で、「支障がない」と表現していま

す。一方で、国の基準はあくまでも目安であり、羽村市の実情に

合わせて検討する必要があると考えていますので、実際に市域

の端に学校を設置することは想定していません。 

17 学校・教育施設 

「学校を統廃合する場合も防災

機能やスポーツ活動機能は維持

する」とありますが、具体的には

どう維持するのですか。 

体育館と校庭などは、学校教育以外にも、避難所や避難場所、

学校開放として一般市民が利用しているスポーツなどの場とし

ての機能も担っています。整理統合により、こうした機能もすべ

て失ってしまうと、市民生活は成り立ちません。こうしたことか

ら、体育館と校庭などについては、地域に偏りが生じないよう一

定程度残していくというものです。具体的な配置は学校再編の検

討に併せて検討していく考えです。 
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番号 分野 質問 回答 

１８ 学校・教育施設 

なぜ、松林小学校と羽村第三中

学校だけ先に廃止するのです

か。 

Ⅰ期以外の学校再編が決まって

いないのはなぜですか。 

松林小学校と羽村第三中学校は現状で他校と比べ、児童、生

徒数が非常に少ない状況にあり、クラス替えや部活動など学校運

営に支障のある状況です。こうしたことから喫緊の課題について

はこの段階で提案し、その先の再編内容は、「これからの羽村市

立学校の在り方について」に示した方向性を踏まえ、もう少し時

間をかけ、令和８年度以降に策定する「公共施設個別再配置計画

（配置編）」の中で、段階的な再編内容を決定していく考えです。

検討の際には、引き続き市民の意見を聞き進めていきます。 

１９ 学校・教育施設 

松林小学校と羽村第三中学校

が廃止となった後、土地・建物

はどうなりますか。 

学校の土地・建物（校庭、体育館など）は、学校教育以外にも避

難所や地域活動場所などの役割を担っています。こうしたことも

踏まえ、廃止となる小・中学校もそうした公共用途として一定程

度維持していく必要があります。学校再編の全体像を令和８年度

度以降に「公共施設個別再配置計画（配置編）」としてまとめてい

く考えですが、その中で松林小学校と羽村第三中学校を公共用

途として維持するかどうか判断していきます。 

２０ 学校・教育施設 

学校再編により通学距離が延び

ることになりますが、安全確保

についてはどのように考えてい

ますか。 

登下校の際の安全確保は最優先事項と考えています。地域や

保護者の皆さんのご要望をしっかりと聞いた上で、どのように解

決できるか検討していきます。 

２１ 学校・教育施設 

「これからの羽村市立学校の在

り方」の中で、小学校について

は１学年当たり３～４学級が適

正な規模と示していますが、1

学級あたりの人数を国基準の３

５人ではなく、市独自で１８～２

０人程度に減らせば、統合しな

くとも学級数を増やせるのでは

ないでしょうか。 

１学級当たりの人数については、現在の国基準により、上限が

３５人となっています。また、教職員は東京都が採用しており、東

京都の基準により、児童３５人につき１名の教職員が各学校に配

置されます。そのため、１学級当たりの上限人数を羽村市が独自

に引き下げた場合、東京都からはあくまでも児童３５人につき１

名の教職員しか配置されないため、不足する教職員は、市独自で

採用しなければならなくなります。市独自で採用する場合、予算

の確保や採用スキームの創設など多くの課題があり、現実的では

ないと考えています。 

２２ 学校・教育施設 

「学校として廃止となる施設も、

防災機能をもった公共施設とし

て一定程度維持していく」とあ

りますが、大地震など大規模な

災害が起きた場合に避難所が

減って大丈夫なのですか。 

羽村市地域防災計画では、災害発生時の避難に備え、市内の

全ての小・中学校を指定避難所として指定するとともに、福祉セ

ンターなどの６つの施設を福祉避難所として定めています。避難

所の数が不足する場合は、生涯学習センターゆとろぎや地域集

会施設などの公共施設を避難所として利用するとともに、災害

時応援協定を締結している市内事業者等の施設も一時的に避難

所として利用することを想定しています。 

 また、災害発生時でも、自宅に倒壊などの危険性がなく引き続

き安全に生活できる場合は、在宅での生活を継続する在宅避難

を推奨しています。 

２３ 学校・教育施設 

学校が統合した際は、廃止とな

る学校の児童・生徒は統合先の

学校に転校することになるので

すか。それとも、新入生は統合

先、在校生は卒業まで元の学校

に通うのですか。 

統合した際は、在校生も統合先の学校へ移ることになります

が、全校生徒が一斉に移る方法や学年ごとに順々に移る方法な

ど、いくつかのパターンが考えられます。具体的な方法は統合前

の準備期間の中で検討していきますが、子ども達にとって最善の

方法を検討していきます。 

２４ 子育て支援施設 

児童館について、「特殊かつ高

額な設備等の維持に児童館の

運営資源を集中するのではな

く、変化する子供たちのニーズ

に広く対応する」とありますが、

具体的にどのようなことを想定

しているのですか。 

社会経済状況の変化などにより、子供たちのニーズは多様化

しており、子供たちへのアンケートなどからも「自分一人で」又は

「友だちと」好きなことをしながら自由に過ごしたいと考えている

傾向が伺える状況があります。 

 具体的な機能では、wi-fi環境の整備や、ゲームができること、

体育施設、音楽・ダンススペース等を求める意見もお聞きしてい

ます。そのため、プラネタリウムなどの特色ある設備の維持・更新

に予算を投じていくよりも、中学生・高校生世代の利用促進も含

め、子供たちの意見を踏まえた機能の整備に取り組んでいく必要

があると考えています。 
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番号 分野 質問 回答 

２５ 子育て支援施設 

松林小学校と武蔵野小学校の

統合に併せて松林学童クラブを

東児童館内に統合するのはな

ぜですか。建築年度も松林学童

クラブの方が新しく、保護者の

迎え等を考えると残したほうが

合理的ではないですか。 

この案は、児童の放課後の下校時から学童クラブへの登所距

離を短くするためです。保護者アンケートでも、学童クラブの設

置場所については、学校内、学校敷地内又は隣接した場所など、

児童の登降所の安全のため、学校に近い場所を希望する意見が

多い状況を確認しています。武蔵野小学校内に学童クラブを設

置することが理想でありますが、統合後に余裕教室は当面生じな

い見込みです。また、建築年度は検討材料の一つでありますが、

東児童館は将来的にも維持していく方針の施設であることなど

を総合的に判断した結果、東児童館内に統合する提案としていま

す。 

２６ 

【資料編】 

主な貸室施設の

利用率 

各貸室施設の利用率はどのよ

うに算出したのですか？ 

各施設の貸室ごとに総予約枠数（１年間の開館日数×１日の予

約枠数（例：午前・午後・夜間なら３枠））を算出し、実際に利用が

あった枠数を総予約枠数で除して、貸室ごとの利用率を算出して

います。 

 

【例】1年間の開館日数 200日、１日の予約枠数 3枠、実際に利

用があった枠数 150枠の貸室の場合 

     150÷（200×3）＝利用率 25％ 
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2. 公共施設に関するアンケート調査結果（概要版） 
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※調査結果の完全版は市公式サイトで公開しています。 
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3. 貸室施設の利用率の一覧 
 

  施設名 令和５年度 平成３０年度 平成２０年度 

1 中央館 10.2% 8.7% ー 

2 加美会館 9.1% 12.5% ー 

3 五ノ神会館 9.5% 22.2% ー 

4 栄会館 5.4% 8.2% ー 

5 本町会館 10.0% 10.0% ー 

6 神明台会館 21.1% 22.6% ー 

7 三矢会館 7.4% 9.8% ー 

8 小作本町会館 5.4% 11.7% ー 

9 富士見平会館 8.3% 12.6% ー 

10 美原会館 2.5% 7.2% ー 

11 緑ヶ丘会館 7.6% 10.9% ー 

12 奈賀会館 8.8% 10.1% ー 

13 天王台会館 8.9% 13.2% ー 

14 清流会館 2.6% 4.3% ー 

15 小作台東会館 12.0% 10.7% ー 

16 川崎会館 4.2% 5.9% ー 

17 小作台西会館 6.2% 11.2% ー 

18 緑ヶ丘第二会館 31.0% 46.3% ー 

19 田ノ上会館 9.0% 12.9% ー 

20 東会館 10.0% 12.3% ー 

21 上水会館 8.8% 11.1% ー 

22 緑ヶ丘三町会館 13.1% 15.0% ー 

23 双葉町会館 14.9% 19.9% ー 

24 スポーツセンター 51.1%（※） ー ー 

25 福祉センター 15.0% 16.2% 19.4% 

26 生涯学習センターゆとろぎ 32.6% 45.9% 43.5% 

27 産業福祉センター 35.8% 32.7% 27.4% 

28 スイミングセンター 12.1% 19.6% 13.0% 

29 コミュニティセンター 41.8% 52.4% 44.3% 

30 弓道場 86.1% 83.8% ー 

31 じゅらく苑 38.0% 52.3% ー 

32 いこいの里 56.0% ー ー 

  平均 18.3% 20.5% 29.0% 

※上記は施設全体の平均利用率です。市公式サイトでは部屋ごとの詳細な利用率も掲載しています。 

※スポーツセンターのみ令和６年度の実績を掲載しています。 
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4. 公共施設の減価償却率の一覧 

減価償却率とは、時間経過による価値の減少（減価償却）の進行度合いを表す指標です。この数値

が１００％に近いほど法定耐用年数に近く、老朽化が進んでいることを示しています。 

 施設名 
減価 

償却率 
   施設名 

減価 

償却率 

1 市役所本庁舎 65%   39 小作台小学校 76% 

2 市役所西分室 90%   40 武蔵野小学校 80% 

3 市役所分庁舎 84%   41 羽村第一中学校 74% 

4 羽村駅西口土地区画整理事務所 100%   42 羽村第二中学校 75% 

5 コミュニティセンター 78%   43 羽村第三中学校 90% 

6 加美会館 52%   44 教育相談室 88% 

7 栄会館 100%   45 スポーツセンター 82% 

8 本町会館 100%   46 スイミングセンター 64% 

9 神明台会館 100%   47 弓道場 57% 

10 緑ヶ丘会館 96%   48 中央児童館 84% 

11 富士見平会館 99%   49 東児童館 50% 

12 小作本町会館 100%   50 西児童館 64% 

13 美原会館 99%   51 東学童クラブ 100% 

14 中央館 100%   52 奈賀学童クラブ 92% 

15 川崎会館 90%   53 松林学童クラブ 100% 

16 清流会館 100%   54 小作台学童クラブ 91% 

17 奈賀会館 90%   55 小作台第二学童クラブ 91% 

18 三矢会館 100%   56 西学童クラブ 84% 

19 緑ヶ丘三町会館 100%   57 
富士見学童クラブ・ 

（旧）富士見第二学童クラブ 
52% 

20 田ノ上会館 100%   58 
栄学童クラブ・ 

栄第二学童クラブ 
80% 

21 東会館 70%   59 武蔵野学童クラブ 55% 

22 小作台東会館 90%   60 武蔵野第二学童クラブ 57% 

23 
小作台西会館 

（小作台図書室も含む） 
79%   61 富士見小学校学童クラブ 0% 

24 五ノ神会館 58%   62 老人福祉センターいこいの里 64% 

25 緑ヶ丘第二会館 100%   63 老人福祉センターじゅらく苑 78% 

26 上水会館 100%   64 シルバー人材センター事務所 61% 

27 天王台会館 94%   65 福祉センター 50% 

28 双葉町会館 80%   66 障害者就労支援センターエール 100% 

29 羽加美団地 64%   67 保健センター 51% 

30 美原団地 90%   68 平日夜間急患センター 74% 

31 間坂団地 86%   69 生涯学習センターゆとろぎ 36% 

32 玉川団地 100%   70 郷土博物館 73% 

33 栄町住宅 93%   71 図書館 46% 

34 羽村東小学校 79%   72 産業福祉センター 87% 

35 羽村西小学校 67%   73 農産物直売所 75% 

36 富士見小学校 62%   74 観光案内所 100% 

37 栄小学校 75%   75 富士見斎場 92% 

38 松林小学校 85%   76 自転車保管所 100% 

（出典）令和５年度固定資産台帳 
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5. これからの羽村市立学校の在り方について 
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